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令和３年４月15日（木曜日）

午前10時48分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

［令和３年度宮崎県一般会計

補正予算（第１号）］

出席委員（８人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 西 村 賢

委 員 日 髙 利 夫

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 横 山 浩 文

商工観光労働部次長 丸 山 裕太郎

企業立地推進局長 山 下 弘

観光経済交流局長 横 山 直 樹

商 工 政 策 課 長 児 玉 浩 明

経営金融支援室長 海 野 由 憲

雇用労働政策課長 兒 玉 洋 一

観 光 推 進 課 長 飯 塚 実

スポーツランド推進室長 中 尾 慶一郎

オールみやざき営業課長 吉 田 秀 樹

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 辺 幸 信

議事課主任主事 牛ノ濵 晋 也

○武田委員長 ただいまから、商工建設常任委

員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時48分休憩

午前10時50分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

次に、本委員会に付託されました議案等につ

いての説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○横山商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。

本日は、年度初めにもかかわらず御審議をい

ただき、誠にありがとうございます。座って説

明をさせていただきます。

お配りしております常任委員会資料、表紙の

下の目次を御覧ください。

本日は、補正予算の議案及び報告承認事項と

しまして、４月９日付で専決補正をさせていた

だきました予算について、御説明をさせていた

だきます。

令和３年４月15日(木)
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１ページを御覧ください。

こちらに、４月１日現在の幹部職員の記載を

しております。本日は、議案等の説明に時間を

有しますこと、また、関係課室長のみ出席をさ

せていただいておりますので、個別の紹介は省

略をさせていただきます。

２ページをお願いいたします。

補正予算についてであります。議案第１号「令

和３年度宮崎県一般会計補正予算（第２号）」

でございますが、これは、新型コロナのクラス

ターが発生をいたしました日向市の飲食店に営

業時間の短縮要請が出ましたことを受けまして、

時短営業を行う飲食店等と取引のある事業者な

どに支援金を支給するものでございます。

これによりまして、商工観光労働部の一般会

計歳出は、表のとおり補正前の額549億7,241

万7,000円に、補正額3,449万3,000円を増額しま

して、補正後の額が550億691万円となります。

続きまして、資料の５ページをお願いをいた

します。

報告承認事項、専決処分の承認についてでご

ざいます。

報告第１号「令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）」でございますが、観光推進課の

県民県内旅行（ジモ・ミヤ・タビ）キャンペー

ン事業、31億9,530万円を４月９日に専決処分を

させていただきました。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の影

響によりまして、苦しい状況が続いている観光

事業者を支援するため、国庫支出金を活用して

実施するものでございます。

事業内容につきまして、それぞれ担当課長か

ら説明をさせますので、よろしくお願いいたし

ます。

私からは以上でございます。

○児玉商工政策課長 商工政策課でございます。

よろしくお願いいたします。

議案第１号「令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）」について、御説明いたします。

お手元の令和３年度４月補正歳出予算説明資

料の青いインデックス、商工政策課のところ、

９ページをお開きください。

補正額は左から２列目の補正額の欄にありま

すとおり、一般会計3,449万3,000円の増額補正

をお願いするものであります。補正後の一般会

計の額は、右から３列目の欄にありますとお

り461億121万7,000円となります。

11ページをお開きください。

補正の内容でありますが、（事項）地場企業振

興対策事業費につきまして、説明欄の１、飲食

関連事業者等緊急支援事業をお願いするもので

す。事業の詳細につきましては、常任委員会資

料で御説明いたします。

常任委員会資料の４ページをお開きください。

飲食関連事業者等緊急支援事業でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、日向市

の飲食店等に対し営業時間の短縮要請を行った

ことに伴い、大きな影響を受ける飲食関連事業

者等の事業継続を図るため、県において支援金

を支給するものであります。

２の事業の概要ですが、予算額は3,449万3,000

円をお願いしておりまして、対象となる事業者

は、（５）の①のところですけれども、日向市の

飲食店等への時短要請により直接的に大きな影

響を受ける取引事業者や、日向市内で営業する

タクシー事業者及び代行運転事業者で、本年４

月の売上高が、前年または前々年同月比で50％

以上減少している事業者を対象としております。

事業者数は300者と想定しておりまして、１事業

者当たり10万円を支給するものであります。
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３の事業の効果ですが、特に厳しい環境に置

かれた飲食関連事業者等を下支えすることによ

り、事業継続が図られるものと考えております。

商工政策課の説明は以上であります。

○武田委員長 執行部の説明が終了しました。

質疑はありませんか。

○西村委員 まさに私の地元、日向市のことで

早急に対応していただいたことは、本当に感謝

を申し上げます。少なくはなってきているもの

の、まだまだ影響というものが計り知れない部

分はありますので、引き続きの御配慮をいただ

きたいと思います。

この緊急支援事業についても、なかなか厳し

い財源の中から10万円ということで、本当に気

持ちが伝わる程度というところもあると思いま

すが、やっぱりあるとないとでは大きな違いが

あると思いますので、非常に助かっております。

日向市の飲食店の時短要請で１日２万円の協

力金がありましたけれども、あれはあくまで日

向市内の飲食店ということで、今回の関連事業

は日向市内の飲食店に納入していれば関係ない

ということですよね。

○児玉商工政策課長 西村委員のおっしゃると

おり、日向市内の飲食店と取引のある事業者で

あれば対象となります。

○西村委員 そこもありがたいことです。これ

は担当課ではないんですけれども、今日の知事

の説明で、日向市のエリアを限った、国の蔓延

防止対策の宮崎版だという説明もありました。

そうしたときに、門川町や都農町といった日向

市と隣接する地域は、やっぱりこぞって影響を

受けておりますし、また、感染者も出ているわ

けなんです。そういうことを考えると、私自身

は日向市だけでもありがたいんですけれども、

その周辺地域も含めた対応、対策というのを商

工の方も常に考えながら行動していただけると、

やっぱり人は動きますし、生活圏は一緒ですの

で、そこを絶えず考えていただきたいなという

要望でございます。よろしくお願いします。

○前屋敷委員 宮崎県はずっと発生がなかった

時期が多かったんですけれど、ここにきて急に

感染が拡大するという状況になって、今後を大

変心配をしているところなんですけれども、特

に日向市でクラスター的な状況になったりして

おりますので、早い対策は本当に重要だと思い

ます。

それで、今御説明があって、１事業者当たり10

万円で300者を予定されているということです

が、この300者というのは、関連事業者も含め

て300者ということですか。

○児玉商工政策課長 飲食店等につきましては、

福祉保健部のほうで協力金ということで、500者

程度だったと思います。それとは別に、そういっ

た飲食店等と取引のある関連事業者─卸売事

業者であったり、おしぼり関係の事業者であっ

たり、あと、例えばタクシーとか代行運転、そ

ういった方たちを約300者と想定しております。

○前屋敷委員 では、飲食店は直接的には福祉

保健部のほうで500者、関連のところで300者と

いうことですね。10万円という金額がどうなの

かというのも一つありますけれど、やはり、従

業員を抱えていらっしゃるところは、なかなか

これでは維持するのは大変なんですけれども、

当座、これでしのいでいただいて、また状況も

見ながらいろいろ施策が進められると思います

ので、お願いしたいと思います。

○坂本副委員長 １月の時短要請に対しての協

力金の申請が３月末で支払われていると思うん

ですけれども、具体的にいうと綾町でそれに伴っ

て業者の方、飲食店の方が申し込もうとしたと
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きに、ちょうど年度末でかなり申請の期間が短

くて、それで申請の締切りが終わった後に行っ

たときに、もう全く出せないという断られ方を

しているという話をちょっとお聞きしたんです。

それで、一つは、ほかの事業にも関連するん

ですけれども、周知がやっぱり難しいという一

面もあるのと、こういうコロナという事情もあ

るので、締切り期間というのは一応設定されて

いるとは思うんですけれども、ある程度幅を持

たせて、そこに申込みをし忘れたとか、し損ね

たという方に対しての緩和措置というのを考え

ていただきたいというのと、あと、３月の場合

は、年度末に支払いを行わなければいけないと

いう事情があって、それで、その緩和措置も

ちょっと取りづらいという町のほうからの説明

を受けています。

今回、コロナ対策ということで、1.5か年度予

算という触れ込みというか、15か月予算という

考え方からすると、年度末で仕切られるという

のに対しての不満の声がちょっと出ていました

ので、その辺も今後、承知していただきたいな

という要望でございます。

○児玉商工政策課長 副委員長が先ほどおっ

しゃられました３月までというところについて

は、多分、飲食店等に支給される協力金ではな

いかなと思っています。

協力金の関係については、福祉保健部のほう

で対応していただいているところでありまして、

福祉保健部によりますと、やはり国の交付金を

使っている関係上、どうも３月末の締切りとい

うところはお願いをせざるを得なかったような

状況であったと聞いております。

私どものほうで支給いたします、１月と２月

に影響を受けた事業者様に対する支援金につき

ましては、前回の議会におきまして繰越しをお

認めいただきまして、申請期間を５月31日まで

ということで設定しておりまして、現在も随時

対応しております。

しかしながら、実は支援金の支給状況につき

ましては、なかなか申請が伸びていない状況で

あります。商工会や商工会議所に申請書が上がっ

てきて、それが私どものほうに回ってくるんで

すけれども、それが今300者ほどでございます。

５月31日までが締切り期間でありますので、１、

２月の影響を受けた事業者様に対する支援金に

つきましては、申請期限に間に合っていただく

ようにしっかり周知していきたいと考えており

ます。

○武田委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 ないようですので、次に、専決

処分された令和３年度宮崎県一般会計補正予算

（第１号）について説明を求めます。

○飯塚観光推進課長 常任委員会資料、６ペー

ジをお開きください。

県内県民旅行（ジモ・ミヤ・タビ）キャンペ

ーン事業であります。

まず、１の事業の目的・背景ですが、新型コ

ロナウイルス感染症により落ち込んでいる旅行

需要を回復するため、国の地域観光事業支援を

活用し、県民向けの県内宿泊等の割引支援を行

うとともに、県内限定で使用できるクーポンを

発行するものであります。

２の事業の概要ですが、補正額は31億9,530万

円、財源は全額国費で、事業期間は今年度、事

業主体は公益財団法人宮崎県観光協会でありま

して、同協会への補助事業として実施いたしま

す。

（５）の事業内容のうち、①の県内宿泊等割

引でありますが、県民の県内宿泊等割引を実施
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するもので、割引額は宿泊旅行の場合、１人泊

当たり旅行代金の最大50％、上限は5,000円、日

帰り旅行の場合も１人当たり同じ割引額となっ

ております。

②の県内限定クーポン発行でありますが、宿

泊等割引利用者に対し、県民が県内限定で利用

可能なクーポンを発行するものです。クーポン

額は、宿泊旅行の場合、１人泊当たり最大2,000

円、日帰り旅行の場合も１人当たり同額です。

また、週末や連休の混雑を避ける分散型旅行

を促進するため、平日、日曜日から金曜日の宿

泊旅行、いわゆる日曜・祝日前日泊以外につき

ましては、令和２年度繰越予算を活用し、１人

当たり最大2,000円を上乗せし、合計4,000円に

なります。

３の事業効果ですが、宿泊業はもとより県内

限定で利用可能なクーポンにより、地域の土産

店や飲食店、地域交通機関など幅広い観光関連

産業の事業回復につなげてまいります。

７ページを御覧ください。

当キャンペーンの実施に当たり、福祉部門と

協議を重ね、県独自の事業の停止基準等を設け

ました。

今回の国の支援事業は、各都道府県の感染の

状況が、国で定めた指標のステージ３以上であ

ると都道府県知事が判断した場合、当該キャン

ペーンは国の支援対象外となります。よって、

多くの県ではステージ３になるまでキャンペー

ンを継続することが予想されますが、本県の基

準は、発生区域が感染警戒区域（オレンジ区域）

になる可能性が高いと判断された場合、当該区

域の新規予約を停止、また、オレンジ区域と判

断された場合、当該区域のキャンペーンを停止

いたします。

県警報レベルがレベル３（感染拡大緊急警報）

となった場合は、全県域を対象にキャンペーン

を停止いたします。

このほか、隣県や全国の感染状況等を踏まえ

まして、総合的な判断によるキャンペーンの停

止についても想定しております。

県民及び参加事業者に対しましては、少人数、

分散、安全安心など、注意喚起を徹底いたしま

す。

スケジュールにつきましては、現在、関係機

関と調整中でありまして、販売期間や利用期間

などについては、近日中に発表の予定としてお

ります。

県民の皆様へは、特に旅行中の会食における

「みやざきモデル」の徹底をお願いしてまいり

ます。

利用イメージにありますとおり、宿泊予約は、

県内宿泊施設、県内旅行会社、インターネット

でできます。

日帰り旅行は県内旅行会社での予約となりま

す。

クーポンは、宿泊施設でのチェックイン時や

旅行当日お渡しすることとしております。

以上でございます。

○武田委員長 執行部の説明が終了しました。

質疑はありませんか。

○山下委員 これは専決ですから、それで事業

計画を組んで市町村との連携とか観光業者との

連携はもう進めておられるだろうと思うんです

が、やっぱりちょっと心配なのが、第４波です。

昨年、Ｇｏ Ｔｏを国のほうで進めた途端に

第３波として全国的に広がって、それから沈静

化というのが大変厳しい状況だったと思うんで

す。それで、これは県内版のＧｏ Ｔｏだろう

と思うんですが、経済を推進していくこと、経

済に活気を与えることは大変大事なことなんで
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すが、やっぱり心配なのが第４波の動きと変異

ウイルスです。かなり感染力が強いということ

でありますから、やることも大事なんですが、

いろんな人と話をすると、やっぱり変異という

のを物すごく心配されているし、なかなか一歩

を踏み出せない、そのような状況もあるのかな

という思いなんです。

事業の停止基準等も設けておられて、オレン

ジ圏域になった場合はすぐ停止したりとかある

んですが、非常に県民にも分かりづらいといっ

た問題が出てくるのかなという思いなんです。

それで、ワクチンの供給がどうも見通しがま

だ立たないということで、65歳までが６月いっ

ぱいとか、６月に来て接種が７月になるのかな。

そういうものもありながら、なかなか気分が乗っ

ていかないと。これを推進していく中で、皆さ

ん方もそうでしょうけれども、１か月近く感染

者がいなかった時期だったら、こういうものに

何とか乗っていこうという思いがあったんです

が、途端にここでまた都城市が出て、日向市が

出て、ちょっと不安な要素が広がってきたこと、

それと変異株が恐ろしい勢いで広がっていると

いうことです。

これをやる上では、皆さん方もかなり慎重な

気持ちで推進されるだろうと思うんですが、今

の状況下で、連休を目前に控えていますから、

どのようなスケジュールでやっていくのかをお

聞かせいただくとありがたいと思います。

○横山商工観光労働部長 御心配はもう本当に

ごもっともだと思っております。

実は、この事業、国のほうのスキームが、Ｇ

ｏ Ｔｏが各県域を越えてというのがなかなか

できない中で、県内での県民による旅行という

形で、Ｇｏ Ｔｏが動けるまでというような感

じでつくられた制度になっておりまして、今の

ところ５月末までということになっております。

私どもも、これを企画したときには、県内は

非常に落ち着いていて、県内だけでも経済が回

せるため、非常に重要だということですぐに取

りかかろうと専決させていただいて、できるだ

け早急にスタートしていこうと思っているとこ

ろに日向市ということになりまして、今、状況

を見ているという段階でございます。

日向市の件数も、かなり徹底したＰＣＲ検査

がなされておりまして、変異株も今のところ６

件ございますが、そこで止まってはいる感じで、

まだちょっと今の状況を見ているところです。

一方では、申し上げたとおり、５月末が一応期

限となっており、延期も十分可能性はあると思っ

ているんですけれども、だんだん期間が短くなっ

ているということ、それとゴールデンウイーク

がやってまいります。ですから、アクセルを踏

むのは相当慎重にやっていかないといけないん

ですけれども、まずせめて県内だけでもという

ことで徐々に動かしていかないと、観光関連事

業者の方々がなかなかもたないという状況にご

ざいます。

それでこの停止条件を福祉保健部ともしっか

り調整をいたしまして、こういう条件でしっか

り県民の方々の周知も徹底しながら、慎重にと

いいましょうか、少しずつ経済を回していく形

でやっていきたいと思っておりまして、スケジュ

ール感につきましては、できるだけ連休前の早

い時期にやれないかなということで、今、最終

の調整をやっているところでございます。

○山下委員 この事業をやっていく、もっとも

アクセルを踏んでいくことは、部長も悩ましい

判断をしていかないといけないだろうと思うん

ですが、私は都城市ですから、都城市のホテル

業界を見たときにも、もう今、ほとんど限界で、
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宿泊客もいないし、ホテル業界の人手もいない。

急に皆さんが県内の旅行をやるときに、ホテル

業界ともしっかりとスキームをつくっていかな

いと、受入れ体制がまずくても混乱のもとにな

るわけです。

非常に悩ましい事業推進になっていくだろう

なという思いなんですが、せめて皆さん方の気

持ちがこの事業が出てありがたいなと、その雰

囲気というのに非常に私も期待を持っているも

のですから、これを推進していく上では、慎重

を期してやっぱりやっていってほしいなと、そ

の思いであります。

○前屋敷委員 専決された件ですけれども、確

かに県内の状況を見ますと、地域の経済も回さ

ないといかんというようなことで、特に宿泊業

の皆さん方のところの大変な状況はもう十分に

分かります。でも、今、言われたように、宮崎

県内では一旦落ち着いた中で出そうという計画

だったようなんですけれども、今ちょっとその

状況が変わってきたということもあって、今後

のスケジュール、計画、大変悩ましいところだ

というふうに察しているところなんです。

今日の知事の説明の中でも、県外からの感染

リスクに最大限警戒をしつつという表現があっ

たんですけれども、間に連休が入ってくるとい

うこともあって、県外からのそういうリスクと

いうのを想像するに、とっても大きいだろうと

思います。県外はなるべく越えないようにとか、

各県それぞれ対策は打っておられるんでしょう

けれども、しかし、ストップというわけではな

いので、やはり宮崎県内での発生も県外からの

方との接触だというようなことを聞いているの

で、そこのところが非常に難しいことだなと思

うんです。

ですから、やり方としては、県内だけの旅行

で回すということも考え方としては必要な対策

かも分からないんですけれども、ここは我慢を

するという部分で、そういう大変な業者の皆さ

んのところに、ほかの手だてで何か支援をこの

予算で打てないかも含めて、この事業で県内で

蔓延させないための対策も一方では考えていく

必要があるんじゃないかと思います。

専決をしたからもうこの計画でいくんだとい

う固定的な考え方じゃなくて、もう少しいろい

ろ幅を広げた対策や予算の使い方も視野に入れ

ることが今は大事かなと思っていますので、慎

重に慎重を期してほしいと思うところです。

○横山商工観光労働部長 しっかり慎重に対応

してまいりたいと思っております。

今、実は内々では観光協会でありますとか、

関連の事業者さんと調整はしているんですけれ

ども、非常に苦しい中で、こういう県内に限っ

た割引キャンペーンというものには非常に期待

が大きいと肌で感じております。一方では、こ

れが感染拡大の原因になったということになり

ますと、本末転倒でございますので、そこはしっ

かり慎重にやっていきたいと思っております。

この停止基準のスキームも、国はオレンジに

なったら停止ということが基準になっておりま

すが、さらにそれを厳しくしまして、福祉保健

部としっかり連携しながら、オレンジになりそ

うなという状況やこれはちょっと怪しいぞとい

うことになりましたら、新規を止めるというよ

うなことも考えておりまして、慎重に進めてま

いりたいと思います。

○西村委員 確認です。今、日向・東臼杵圏域

が赤地域ということで、４月30日まで発令され

ている状況の中で、当然、今、新規は停止とい

うことなんですが、５月１日からゴールデンウィ

ークに入ってくる中で、今は当然新規予約停止
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だから駄目ということが続いていって、これが

４月30日で解除されない場合は、逆に言えばこ

の恩恵にあずかれないようなイメージなんです

か。

○飯塚観光推進課長 オレンジ区域は市町村ご

とに指定をしますので、例えば日向市がオレン

ジ区域である間は、旅行を止めることはできま

せんが、このキャンペーンの適用して日向市の

宿泊施設に泊まれませんとか、日向市の住民の

方がこのキャンペーンを利用することはできな

いという取扱いにしております。それが黄色に

なりましたらキャンペーンが利用できるように

なるということでございます。

○西村委員 ということは、私は利用できない

ということなんですか。

○飯塚観光推進課長 日向市に住所があられる

方は、黄色になるまではキャンペーンが使えな

いということになります。

○西村委員 このキャンペーン自体の周知度も

そうなんでしょうけれど、私のような感覚の人

もいらっしゃると思いますし、場合によっては

宿泊業者というのが非常にこういうのを心待ち

にしておって、何とかしてこのキャンペーンを

利用して集客をしたいという方もいらっしゃる

と思うんです。そういったときの宿泊業者に対

しては自己責任というような感じなんでしょう

か。何かチェック体制はあるんでしょうか。

○飯塚観光推進課長 観光協会を通じまして、

観光関連団体、ホテル旅館組合等に、今申しま

したルールの徹底はしていきたいと考えており

ますし、住民の方々にも、しっかりそういう制

度設計だということが分かるような周知を図っ

ていきたいと考えております。

○外山委員 一点だけ。今の関連ですけれども、

西村委員は日向市に在住だけれども、延岡市に

泊まったら該当するわけね。（「駄目」と呼ぶ者

あり）結局、居住区、住んでいる人は駄目とい

うことか。（「そうです」と呼ぶ者あり）そうい

うことね。その区域内のホテルだけじゃなくて、

そこに住まいがある方は該当しないということ。

○飯塚観光推進課長 国の判断基準がレベル３、

これは県全域が赤になるかならないかなので、

こんな議論はないんですけれども、本県の場合

は少しでも回したい、でも、感染を増やしたく

ないということで、申し訳ございませんが、黄

色でない地域の方は行けないし、受けられない

とさせていただきました。

○武田委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 ないようでありますので、それ

では、以上をもって商工観光労働部を終了いた

します。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時22分休憩

午後０時58分再開

○武田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

賛否も含め御意見をお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、採決を行います。採

決につきましては、議案ごとがよろしいでしょ

うか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、一括で採決いたしま

す。

議案第１号及び報告第１号につきましては、

原案のとおり可決または承認することに御異議

令和３年４月15日(木)



- 9 -

令和３年４月15日(木)

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号及び報告第１号につきましては、原

案のとおり可決または承認すべきものと決定い

たしました。

次に、委員長報告案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について、御意見

をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後１時２分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見を参考にしながら、正副委員長に

御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

ほかに何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 以上をもって、委員会を終了い

たします。お疲れさまでした。

午後１時２分閉会
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